
 

令和 ８年 ６月１５日 

  

国土交通大臣 殿 
 

住   所 姫路市安田四丁目１番地 

協議会等名 姫路市地域公共交通会議離島航路分科会 

 

 

令和８年度姫路港～坊勢島航路生活交通確保維持改善計画策定に係る減便による 

経営改善の取り組みについて（事前協議書） 

 

１ 当該離島、補助航路の現況 

⑴ 離島名称： 坊勢島、男鹿島 

人口 
1,792人（坊勢島） 

27人（男鹿島） 
世帯 

844世帯（坊勢島） 

15世帯（男鹿島） 

面積 
1.29㎢（坊勢島） 

4.37㎢（男鹿島） 
周囲 

11.89km（坊勢島） 

9.99km（男鹿島） 

現況等 

【坊勢島・男鹿島】 

・坊勢島、男鹿島が属する家島諸島は姫路港の沖合約 20kmに位置する 44の大小

の島々から構成され、明治 22年（1889年）に家島村が設置され、昭和 3年（1928

年）に町制が施行されて家島町となり、平成 18年（2006年）3月に姫路市に合

併された。 

・家島諸島合計の人口は 3,834人であり、坊勢島の人口は家島本島に次いで 2番

目に多く、1,792人が居住している。（令和 8年 3月末 住民基本台帳人口） 

・坊勢島から姫路港までは定期航路で 22.1km・32分の位置にある。 

・寄港地である男鹿島の居住者は 27 人の有人島であり、姫路港から定期航路で

15.5km・25分の位置にある。（令和 2年国勢調査） 

【公共施設等】 

・坊勢島内には市立幼稚園及び小・中学校、坊勢サービスセンターや坊勢スポー

ツセンターなどの公共施設、郵便局、駐在所、医療機関や福祉施設、金融機関、

個人商店や飲食店が立地している。 

・平成 24年 10月からコミュニティバスの運行が開始され、奈座港旅客船ターミ

ナルや公共施設、医療機関等を結び、平日は 1日 17便（右回り 13便、左回り 4

便）、土曜日は午前 7便（右回り）で運行している。 

【産業・就業構造】 

・産業別にみると、15 歳以上の就業者のうち第 1 次産業に従事している人の割

合が 50%近くに上る。 

・業種別（分類不能な産業の就業者含む）では、漁業の割合が 50%と突出して多

く、次いで運輸業・郵便業が 11%となっている。卸売業・小売業及び製造業は、

それぞれ食品販売や食品加工業が含まれ、漁業に関連する業種であるため、従事

する人の割合も比較的多くなっていると考えられる。（令和 2年度国勢調査） 

【航路名】 

坊勢～姫路（海上運送法第３条の規定に基づき許可を受けた航路名） 



 

【航路事業者】 

 坊勢輝汽船株式会社 

【就航船舶】 

 

【輸送実績】 

航路利用者数は、坊勢輝汽船株式会社として運航を開始した令和 2 年 4 月以

降、新型コロナウイルス感染症の影響により令和 2年度には利用者が落ち込んだ

ものの、令和 7年度の航路利用者数は、216,927人であり、令和 6年度の航路利

用者数に比べ、3,067.5人の増加となり、コロナ前の令和元年度に比べ約 94％ま

で回復している。 

島民人口の減少により、利用者数の減少が見込まれる中、利用者数が増加した

ことは、坊勢小学校の工事関係者の利用を見据えたダイヤ改正の実施や旅客船と

路線バスをセットにした「企画切符」の販売、姫路市地域おこし協力隊による島

の魅力の発信など交流人口の拡大に努めた結果である。 

 

 

【収支状況】 

島民の人口減少や燃料価格高騰が続くことが想定されることから、令和 4 年

10 月に運賃値上げを実施した。その結果、令和 4 年度に回数券のまとめ買いが

発生し収益は大幅に増加した。令和 5年度は回数券のまとめ買いの影響により、

収支状況が悪化したが、令和 7年度には回復してきており、旅客運賃収入は令和

5年度に比べ、約 140％、令和 6年度に比べ、約 115％増加している。 

 

 

 

 

 



 

航路収支状況（令和5年度から令和7年度） 

 

単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑵ 航路概要 

①航路の概要 

 起 点 寄   港   地 終 点 合 計 

港 名 
ヒメジ タンガ 

      
ナザ 

 
姫路 男鹿 奈座 

各港間距離 

(km)
 15.5km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.6km 22.1km 

所 要 時 間 25分       10分 35分 

 

②運航開始年等 

   令和 2年 4月 

③運航本数  

12往復（24便／日） 

 

④運賃 

 

（単位：円） 

２ 必要性、目的、効果 

⑴ 航路改善の必要性及び目的 

 坊勢島には、幼稚園、小・中学校、診療所、個人店舗はあるものの、高等学校や高度医療機関、

商業施設が立地しておらず、島民は通学や通勤、通院、買物といった生活需要において本航路を

利用しており、坊勢島と姫路港を結ぶ唯一の公共交通手段であることから、本航路は島民にとっ

てなくてはならない生活の足となっている状況にある。 

また、同航路上の寄港地である男鹿島においても、公共施設、医療機関、買物施設等がないた

め、日常生活を送るためには、同航路を利用し、本土側まで移動する必要があり、男鹿島の島民

にとっても坊勢島と同様に本航路が必要不可欠な生活の足となっている状況にある。 

そのため、当該航路を確保・維持することは坊勢島・男鹿島両島民の生活を守ることに直結し、



 

生活交通手段として必要不可欠である。 

しかしながら、年々島民人口が減少傾向であり、燃料価格や損耗部品価格の高騰が続くことか

ら航路事業者独自の収入拡大と経営改善のみでは航路を維持していくことが困難であり、離島航

路維持には国等の公的支援が必要な状況にある。 

当初の計画の策定時、軽油単価が平均 90円/Lであったが、中東情勢の悪化に伴う燃料費の急

騰により、令和 8年 3 月には 125.2 円/Lとなっている。令和 8年 4月からは暫定税率廃止に伴

う燃料油激変緩和補助金の終了により、免税軽油の価格が実質的に値上げとなり、事業者にとっ

てはさらなる負担の増加が予想され、早急な対応が必要となっている。 

⑵ 効果 

運航ダイヤの減便を実施することで、安定的な運航の確保と燃料費削減に取り組むことができ

る。 

  ①船舶ごとの 1往復あたりの燃料使用量と燃料費 

船 舶 1往復あたりの燃料使用量 

※実績より換算 

1往復あたりの燃料費  

※125円/Lで計算 

ぼうぜ２ 180L 22,500円 

はるか 150L 18,750円 

クイーンぼうぜ 450L 56,250円 

   

  ②ぼうぜ２、はるかを 1日 2往復減便させて 1か月（平日 20日）運航させた場合の効果額 

   ぼうぜ２：１往復×２０日×２２，５００円＝４５０，０００円 

   は る か：１往復×２０日×１８，７５０円＝３７５，０００円 

   1か月で８２５，０００円の燃料費軽減 

 

３ 運賃改定、ダイヤ改正の有無及びその内容 

⑴ ダイヤ改正後の運航本数 

平日（夏休み期間を除く）10往復（20便／日）、土日祝日のダイヤは変更なし。 

利用者が極端に少ない2往復（4便）を減便し、最終便の時刻を調整した。なお、減便に際し

ては島民周知等を丁寧に行う。（燃料費が中東情勢悪化前程度に落ち着いた際は、従来のダイヤ

に戻す予定） 

  平日（夏季繁忙期：7/21～8/14を除く）     土日祝日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 運賃 

 変更なし。 

 

姫路発 男鹿島発 坊勢島着 坊勢島発 男鹿島発 姫路着

① 6:50 ― 7:22 ① 6:08 ― 6:40

② 7:20 7:45 7:55 ② 6:30 6:42 7:05

③ 9:00 ― 9:32 ③ 8:08 ― 8:40

④ 10:05 10:30 10:40 ④ 8:55 ― 9:27

⑤ 13:05 ― 13:37 ⑤ 11:50 12:02 12:25

⑥ 14:30 ― 15:02 ⑥ 13:25 ― 13:57

⑦ 16:05 16:30 16:40 ⑦ 14:44 ※14:56 15:19

⑧ 17:05 ― 17:37 ⑧ 15:50 ― 16:22

⑨ 18:05 ― 18:37 ⑨ 17:15 17:27 17:50

⑩ 19:45 ― 20:17 ⑩ 18:50 ― 19:22

便
坊勢島→姫路

便
姫路→坊勢島

姫路発 男鹿島発 坊勢島着 坊勢島発 男鹿島発 姫路着

① 6:50 ― 7:22 ① 6:08 ― 6:40

② 7:20 7:45 7:55 ② 6:30 6:42 7:05

③ 9:00 ― 9:32 ③ 8:08 ― 8:40

④ 10:05 10:30 10:40 ④ 8:55 ― 9:27

⑤ 11:35 ― 12:07 ⑤ 10:10 ― 10:42

⑥ 13:05 ― 13:37 ⑥ 11:50 12:02 12:25

⑦ 14:30 ― 15:02 ⑦ 13:25 ― 13:57

⑧ 16:05 16:30 16:40 ⑧ 14:44 ※14:56 15:19

⑨ 17:05 ― 17:37 ⑨ 15:50 ― 16:22

⑩ 18:05 ― 18:37 ⑩ 17:15 17:27 17:50

⑪ 19:05 ― 19:37 ⑪ 18:00 ― 18:32

⑫ 20:00 ― 20:32 ⑫ 19:20 ― 19:52

便
姫路→坊勢島

便
坊勢島→姫路



 

４ 実施予定年月日 

・ダイヤ改正手続き 令和8年6月中旬（事前協議議決後直ちに） 

  ・ダイヤ改正実施日 令和8年7月1日 

 

５ 協議会（離島航路分科会）での検討状況 

【協議会開催状況及び主な意見】 

   令和８年５月 令和８年度第１回姫路市地域公共交通会議離島航路分科会において、午前と午後

の最終便を減便し、安定的な航路の確保と燃料費削減に努めていく旨について委員に説明を行い、

書面決議を行った。書面決議の結果、委員全員の賛同を得て採択され、委員から反対意見はなかっ

たが、午後の最終便を減便することについては、学生をはじめとした島民生活に影響が出るという

坊勢島民の声があがり、ダイヤを再考することとなった。 

令和８年６月 ダイヤ減便後の午後最終便の時間を後倒しするダイヤ改正案を作成し、委員と

して島民の代表である坊勢区会区長、坊勢婦人会長に再度説明を行い、承諾を得た。その後、各

委員に減便及び午後最終便の時間を後倒ししたダイヤ改正について再度意見を聞き、委員全員の

賛同を得た。 

    

    

 

 


